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1．研究目的

　1999 年の男女共同参画社会基本法の制定以降，わ
が国では，男女共同参画社会の実現に向け，さまざま
な取組が行われてきた．しかし，2021 年のジェンダー
ギャップ指数の日本の順位は，世界 156 国中 120 位
であった．これは，先進国（G7）中最低レベルであり，
アジア諸国の中でも中国や韓国より低い順位となって
いる．「令和 3 年版男女共同参画白書」によれば，新
聞や放送等のメディア分野における女性の参画は，提

供する情報の内容が偏ることの防止や，性暴力表現に
関する有効な対策等，メディアが自主的に女性の人権
に配慮した取組を進めていく上で重要な役割を果たす
ことが期待されている．一方，新聞社・通信社の記者
職に占める女性の割合は 22.2％，管理職に占める女
性の割合は 8.0％と女性の参画が進んでいない．新聞
や放送等メディア業界は，男女共同参画社会をけん引
する役割が期待される一方で，雇用環境には今なお課
題を抱えていると言える．
　本研究では，地域に密着した課題を報道する役割を
担う九州・熊本の地方紙に着目し，新聞社内部におけ
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る女性の雇用環境の変化ならびに地方における男女共
同参画社会をけん引する報道内容の変化という 2 つの
視点から，地方紙における男女共同参画の在り方と課
題を検討する．

2．研究方法

　研究方法は以下の通り．
（1）九州に拠点を置く地方紙 8社へのアンケート調査
　九州に拠点を置く 8 新聞社を対象とし，メールに
よって調査票（Excel 文書）を送付し，メールの添付
文書で 4 社から回答を得た．（2021 年 10 月 31 日依頼
メール送付，同 11 月 30 日回答〆切．）おもな質問内
容は以下の通り．
　①女性社員の年齢別在籍数
　②記者職に占める女性割合
　③管理職に占める女性割合
　④育児休業取得率（男女別）
　⑤男女共同参画を推進する取組等
（2）K社の社員（記者職）4名に対する聞き取り調査
　熊本に拠点を置く K 社の社員 4 名に対して，2021
年 11 月 22 日～ 30 日に，それぞれ 90 分程度，対面
または Zoom による聞き取り調査を行った．おもな内
容は以下の通り．
　① K 社の男女共同参画について
　② K 社の「よかボス」宣言について
　③育児休業の取得に関して
　④入社前のメディアのイメージ（女性のみ）
（3） K社オンラインデータベースによる「男女共同

参画」に関する新聞記事の分析
　平成期（平成元年から同 30 年）に発行された K 新
聞に掲載された「男女共同参画」に関する記事の変化
について，K 社オンラインデータベースを用いて分析
を行った．分析内容は以下の通り．
　①男女共同参画に関する記事数
　② 紙面 1 面に掲載された男女共同参画に関する記事

数
　③ 「男女共同参画」に関する記事執筆者の男女別内訳
　④男女共同参画に関する記事の内容

3．結果と考察

（1）九州の地方紙を対象としたアンケート調査
　ここでは，九州に拠点を置く地方紙の男女共同参画
の現状について，アンケート調査結果をもとに検討す
る．
　1）調査先について
　表 1 に，回答いただいた九州に拠点を置く地方紙 4

社の属性（創業年，発行部数，従業員数，男女別役割）
を示す．令和 3（2021）年 10 月現在の状況について，
従業員数が最も多かったのは C 社，女性割合が最も
高かったのは A 社であった．4 社に共通して，女性社
員の割合は低かった．

表 1．調査対象 4 社の属性

創業年 発行部数 従業員（人） 女性割合
A 社 1886 年 約 18 万部 326 32.9%
B 社 1942 年 約 27 万部 315 15.6%
C 社 1877 年 約 51 万部 567 17.5%
D 社 1940 年 約 18 万部 241 17.4%

　2）調査結果
　①女性社員の年齢別在籍数
　表 2 に，各社における女性社員の年齢別在籍数を示
している．いずれの新聞社においても，50 歳代・60
歳代の割合が低く，若い世代の女性割合が高かった．
但し，B 社においては，30 歳代・40 歳代の割合が低く，
20 歳代の割合が 45％と高かった．

表 2．女性社員の年代別在籍割合（%）

総数（人）20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
A 社 107 12.1 34.6 34.6 20.6 1.9
B 社 49 44.9 14.3 14.3 22.4 0.0 
C 社 99 35.3 24.2 24.2 13.1 0.0 
D 社 42 40.5 26.2 16.2 14.3 0.0 

　②記者職に占める女性割合
　表 3 に記者職に占める女性割合の推移を示す．いず
れの新聞社においても，経時的に記者職に占める女性
割合は増加しているが，2021 年における女性割合が
最も多い A 社は 34.5%，最も少ない C 社は 18.0% と
差があった．

表 3．記者職に占める女性割合の推移（%）

平成元年 10年 20年 30年 令和3年
A 社 記録なし 記録なし 記録なし 32.6 34.5
B 社 3.0 9.9 11.0 17.0 22.4
C 社 － － 12.6 15.0 18.0
D 社 0.0 13.0 18.0 19.0 22.0
注）各社から提供された数値による．各年度の総数不明

　③管理職に占める女性割合
　表 4 には，管理職に占める女性割合の推移を示して
いる．2021年についてみると，B社とD社は約10％だっ
たのに対し，従業員と記者職に占める割合が最も高
かったA社の管理職に占める女性割合は0％であった．
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表 4．管理職に占める女性割合の推移（％）

平成元年 10年 20年 30年 令和3年
A 社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B 社 0.7 0.5 1.7 7.3 9.7
C 社 記録なし 記録なし 1.1 2.9 6.3
D 社 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

　④育児休業取得率
　表 5 に各社における女性社員の育児休業取得率の推
移を，表 6 に男性社員の育児休業取得率の推移を示す．
女性社員の育児休業取得率は，本調査で把握できたい
ずれの時点・いずれの会社においても 100％であった．
一方，男性社員の育児休業取得率は，2021 年の時点
において，C 社は 0％，B 社は 50％と差があった．なお，
C 社はいずれの調査年についても男性社員の育児休業

取得率が 0％であったが，平成 12 年以降 33 人の男性
社員が育児休業を取得しているということであった．

　⑤ 男女共同参画やワーク・ライフ・バランス，子育
て支援に関する独自の取組や認定・表彰等の状況

　表 7 には各社が独自に取り組んでいる男女共同参画
やワーク・ライフ・バランス，子育て支援に関する認
定等の状況を示している．各社それぞれに工夫を凝ら
した取組を行っていることがわかった．

（2）K社社員への聞き取り調査
　ここでは，熊本に拠点を置く K 新聞社（以下「K 社」）
の社員 4 氏に対する聞き取り調査の結果を検討する．
　1）調査対象者の属性等
　聞き取り調査を行った K 社 4 氏の属性，調査日時，

表 7．各社独自の男女共同参画等の取組

会社 取組

A 社

「カエル会議」
週 1 回 30 分各部署で会議を行い，業務の効率化
や確実な休暇取得など，部員間で意見を交換し，
自発的な職場改善の取り組みを進めている．

B 社

「よかボス企業」認定登録
・ 専門業務型裁量労働制・フレックスタイム制

の導入・出産祝い金，家族手当の支給・教育
資金の低金利貸付制度・ファミリーサポート
センター．病児・病後児保育の利用補助

C 社 「くるみん認定」（2016 年）

D 社

「くるみん認定」（2015・2019 年）
・ 子が小学校就学前まで育児短時間勤務が可能
（法定は 3 歳まで）

・ 通算 6 ヶ月の介護休業（有給）の取得が可能（法
定は 93 日間）

表 8．調査対象者の属性等

対象 入社年 性別 結婚 育児休業 調査日時 調査方法
A 氏 2007 男 既婚 2 回取得 2021 年 11 月 29 日 14 時～ 15 時半 Zoom
B 氏 2013 女 既婚 1 回取得 2021 年 11 月 22 日 14 時～ 15 時半 対面
C 氏 2018 男 未婚 無 2021 年 11 月 30 日 10 時～ 11 時半 Zoom
D 氏 2020 女 未婚 無 2021 年 11 月 30 日 13 時～ 14 時半 対面

表 9．K 社の男女共同参画について

進んでいること 課題 解決策
・ 男女で担当する仕事内容や異

動・昇進に差がない（A 氏・
B 氏・C 氏・D 氏）

・ 女性の管理職が増えた（A 氏）
・ 若い男性社員の育児休業取得

が増えている（B 氏）

・ 育休から復帰しやすい環境作
りや子育て中の勤務体制の支
援が足りない（A 氏）

・ 部署によっては，育休を取り
たい人がすべて取れるとは限
らない（B 氏）

・ 現場や女性の声を反映してい
る記事が少ない（D 氏）

・ 出産や子育てを迎える社員への温かい雰囲気作り
と安心して休みを取れるような体制作りを行い，
離職を減らす（A 氏・C 氏）

・ 政治＝中堅男性といった慣例をなくし，若手や女
性をもっと様々な場所に登用する（D 氏）

・ 男女共同参画に関する取組や人の記事を多くの人
の目にとまる場所に掲載することを継続的に行う

（B 氏・C 氏）

表 5．女性社員の育児休業取得率の推移（％）

平成元年 10年 20年 30年 令和3年
A 社 記録なし 記録なし 記録なし 100.0 100.0
B 社 記録なし 対象者なし 100.0 100.0 100.0
C 社 対象者なし 対象者なし 対象者なし 100.0 100.0
D 社 対象者なし 100.0 対象者なし 100.0 100.0

表 6．男性社員の育児休業取得率の推移（％）

平成元年 10年 20年 30年 令和3年
A 社 記録なし 記録なし 記録なし 14.3 14.3
B 社 記録なし 0.0 0.0 20.0 50.0
C 社 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D 社 0.0 0.0 7.0 33.0 36.0
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方法は表 8 の通り．

　2）聞き取り調査結果
　① K 社の男女共同参画について
　K 社の男女共同参画に関する聞き取り調査結果を表
9 に示す．「進んでいる点」として，4 氏ともに「記者
の仕事内容や異動・昇進に男女で差がない」と回答し
た．また，「女性の管理職数が増えた」（A 氏），「若い
男性社員の育児休業取得が増えている」（B 氏）とい
う意見もあった．
　一方，課題としては，「育休から復帰しやすい環境
作りや子育て中の勤務体制の支援が足りない」（A 氏），

「部署によっては，育休を取りたい人がすべて取れる
とは限らない」（B 氏），「現場や女性の声を反映して
いる記事が少ない」（D 氏）などの意見があった．
　解決策としては，「出産や子育てを迎える社員への
温かい雰囲気作りと安心して休みを取れるような体制
作りを行い，離職を減らす」（A 氏・C 氏），「政治＝
中堅男性といった慣例をなくし，若手や女性をもっと
様々な場所に登用する」（D 氏），「男女共同参画に関
する取組や人の記事を多くの人の目にとまる場所に掲
載することを継続的に行う」（B 氏・C 氏）という意

見があった．

　② K 社の「よかボス」宣言について
　K 社の「よかボス」宣言についてまとめた表 10 に
よれば，内容も含めて知っていたのは，営業職を経験
した C 氏のみで，周知度が低かった．

　③育児休業の取得に関して
　育児休業取得経験者の A 氏，B 氏に対し，育児休
業を取得した理由，育児休業中に不安に思ったこと，
育児休業を取得したことがその後の紙面作りにどのよ
うな変化をもたらしたのかについて聞き取った結果は
表 11 の通り．
　育児休業を取得した理由については，両者に共通し
て，周囲に頼れる人がいないからという理由が挙げら
れた．育児休業取得中に感じた仕事面の不安について
は，両者に共通して，ブランクができることで，育休
前のように働けるのかという不安を持っていたことが
わかった．また，A 氏については，育児休業を取得す
ることで発生する人員面での負担についてフォロー体
制がないことに不安に感じていた．
　育児休業取得前後で，記事を書く姿勢に変化はあっ

表 10．K 社の「よかボス」宣言について

対象 回答
A 氏 知らなかった．

B 氏
「よかボス宣言」をしていることは知っているが，
具体的な内容については，私を含め，周りの記
者に聞いてみてもほとんどが知らないと思う．

C 氏 営業部にいたこともあり，内容も含め知ってい
る．

D 氏 まったく知らなかった．

表 12．育児休業の取得希望

対象 回答

C 氏 パートナーと相談しながら，必要があれば取得
したい．

D 氏 取得したいし，パートナーにも取得してほしい
なと思う．

表 11．育児休業を取得した理由，不安に思ったこと，紙面作りでの変化

対象 育児休業を取得した理由 育児休業取得中に不安に思ったこと 紙面作りでの変化

A 氏

共働きで，夫婦ともに熊
本に親族がおらず，頼れ
る人がいないから．

ブランクで紙面編集や記事執筆などス
キルが落ちてしまうのではないかと
いった不安もあった．
他の人に負担が行ってしまうこと．ま
だそれをフォローできる体制というの
が社として整っていないこともある．
そこで，人員配置を検討してもらうた
め，早めに育休取得を職場に相談した．

変化はあった．子どもや妻とじっくり向
き合えたことで，ワーク・ライフ・バラ
ンスについても考えられた．固定観念を
見直すきっかけになったように思う．
また，興味関心は少し変化があった．具
体的には，児童養護施設の現状など子育
て関係で取り組んでみたいテーマが増え
た．

B 氏

子どもが 1 歳になるまで
は自分が育てたいという
思いがあったから．夫も
忙しく，近くに両親も住
んでいなかったので，育
てる人が自分しかいない
という思いもあった．

もう一度原稿を書くことはできるだろ
うかという考えはよぎることはあった．
また，復帰後は子どもが病気になった
ら大丈夫だろうかと思っていた．

変化はあった．育休より，出産を経たら，
興味関心の矛先はかなり変わった．
実際に，コロナ禍で産後鬱が増えている
という話を聞いたので，熊本市の支援団
体を取材したりして連載を行った．この
分野に興味を持つことは，独身時代には
なかったと思うので，子育てを自分が経
験したからこそ得た視点だったと思う．
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たかという質問に対しては，両者とも「あった」と答
えた．育児休業取得後に，B 氏は産後鬱に関しての連
載を書いており，A 氏も児童養護施設への興味関心が
高まったということから，子育てを経験したからこそ
得られた視点を紙面作りに活かしていることがわかっ
た．
　一方，未婚者に対して育児休業の取得希望について
尋ねたところ，聞き取り調査をした 20 歳代の社員は
2 人とも育児休業取得を前向きに考えていた（表 12）．

　④入社前のメディアのイメージ（女性のみ）
　2 人の女性社員に，入社前に「メディア＝男社会」
というイメージがあったかについて尋ねたところ，2
人の女性社員とも入社前も入社後も「「メディア＝男
社会」というイメージはあった」と回答した（表
13）．入社後も，B 氏は警察幹部への取材，D 氏は会
社社長への取材というように，男性の在籍割合が高い
ところで取材した経験があり，その際は，男性らしい
考え方や男社会を感じ，大変さを感じる場面もあった
一方で，女性であることがプラスに働く場面もあった

という．一概に，女性だから大変なことばかりではな
いと推察される．

（3）「男女共同参画」に関するK新聞記事の分析
　1）調査方法
　平成元（1989）年から平成 30（2018）年に発行さ
れた「K 新聞」を資料に，K 社オンラインデータベー
スで「男女共同参画」というキーワードによって検索
できた記事を分析し，男女共同参画に関する報道の変
化を考察する．

　2）分析結果と考察
　①「男女共同参画」で検索できた記事数
　図 1 に，K 社オンラインデータベースに「男女共同
参画」というキーワードを入力することにより検索で
きた記事数と，そのうち，1 面に掲載された記事数の
変化を示している．これによると，「男女共同参画」
で検索できた記事数は，男女共同参画社会基本法が制
定された 1999 年～ 2000 年にかけて急増していた．
2000 年以降は，年による増減はあるが，約 120 件～

表 13．入社前のメディアのイメージ

対象 回答

B 氏

　メディア＝男社会というイメージはあった．特に私の場合は，同期の中で女性は私 1 人で，女性が
採用されるのも 3 年ぶりだったこともあり，入社時は女性が本当に少ないんだなという印象を持った． 
　入社 1 年目は，社会部で警察担当だった．当時の警察幹部は男性がほとんどの世界だったので，若い女性
だと舐められるといったような雰囲気もあったかもしれない．一方で，若い女性だからこそ，よい部分もあっ
たかもしれないので，一概に，やりにくかった，やりやすかったというようなことはない．

D 氏

　入社前は，「メディア＝男社会」というイメージはあった．しかし，人事の方や就活仲間に女性も多く，不
安は少なかった．
　入社後は，経済部で会社社長を取材する場面があるが，そのほとんどが男性．そのため取材をしていても，
男性らしい考えだな，男社会だなと感じることがあり，その時は大変だなと感じる．一方で，以前は，記者
も男性が多かったと思うので，女性の私が行くと，取材対象者の方も，かみ砕いて説明してくれたり，優し
くしてくれる場面もあった．男性でないという偏見を持たれることもあるが，プラスに感じる場面もある．

図 1　「男女共同参画」に関する記事数とそのうち 1 面に掲載された記事数
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約 190 件／年の記事が検索できた．平成期に男女共
同参画に関する記事が初めて一面に掲載されたのは，
1995 年 9 月 5 日付夕刊の国連女性会議に関する記事
だった．記事の内容は，国連女性会議で当時の野坂官
房長官が女性の地位向上に協力していくことを示し，
その中で日本が男女共同参画達成に向け女性の教育水
準向上，健康改善，経済・社会生活への参加促進につ
いての 3 分野について力を入れていくと明らかにし
た，というものであった．しかし，総じて，男女共同
参画に関する記事が 1 面で扱われる頻度は低かった．

　② 「男女共同参画」に関する記事執筆者の男女別内
訳

　図 2 は，男女共同参画に関する記事のうち，執筆者
が記載されている記事について，執筆者の男女別内訳
を示したものである．2005 年以降，記者名の明記が
一般化した．2015年までは男性が書いた記事が多かっ
たが，2016 年以降は女性が書いた記事の方が多くなっ
ている．女性記者職の割合が増えたことで，女性記者
が書いた記事も増えていると考える．

　③記事の内容について
　表 14 では，K 社オンラインデータベースにおいて
検索できた男女共同参画に関する記事を一部抜粋によ
り示す．
　記事 1 ～ 3 より，選択的夫婦別姓については，2001
年，2015 年に問題として取り上げられていた．2022
年現在でも，「選択的夫婦別姓」は制度化されておらず，
たびたび話題に上がっている．20 年以上も問題は解
決しておらず，進展していないことがわかる．特に記
事 3 では，結婚に伴い姓を変えた女性記者の経験談が
あった．記事の最後にある「夫婦同姓，別姓，通称使
用のどれもが選べて，不自由がなく，その選択が尊重

される社会になるべきではないか．」という言葉に，
1996 年から進んでいない「姓の問題」についての深
刻さを実感し，渦中に置かれた女性の声が，未だに政
治の場に反映されていないことへの疑問が残った．
　記事 4，5 では，熊本県で初めて，全国で 2 番目に
女性知事になった潮谷義子知事についてや同時期に女
性知事として活躍していた大阪府の太田知事，千葉県
の堂本暁子知事が連携を取って活動する様子を報じて
いた．1999 年の男女共同参画社会基本法制定に加え，
女性知事が誕生したことで，男女共同参画や女性をめ
ぐる問題といった話題が注目を浴びていたことがわか
る．
　記事 6 では，「徒競走を男女一緒に行う」是非につ
いて記事の掲載後に読者の声として読者が送ってきた
意見を紹介されていた．記事を通して賛成・反対の意
見がいくつか寄せられており，話題になったと考えら
れる．また，記事 9 では，「取材者」と「被災者」と
いう 2 つの側面から，避難所の在り方や，被災時の子
育て環境について，女性記者の意見や経験が記されて
おり，女性や子育て世代の読者を中心に共感を生んだ
と考えられる．
　以上のことから，男女共同参画をけん引していくた
めに，地方新聞社には，2 つの在り方があると考えら
れる．
　1 つ目は男女共同参画の歩みを記事にしていく「時
代の記録者」としての在り方である．各年代の男女共
同参画に関する記事を情報発信することは，その時点
での男女共同参画の活動をアピールするだけではな
く，後にその出来事を振り返り，比較や検討を行うこ
とができる．
　2 つ目は「世論を動かす」在り方である．記者の経
験や意見・思いが掲載されることで，読者の共感を得
たり，議論を活発にしたりすることで，世論を動かす

図 2　「男女共同参画」に関する記事を執筆した記者の男女別内訳
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表 14．K 社「男女共同参画」に関するおもな記事

刊記等 記事内容

1
「射程＝見送られた別姓法
案」（2001 年 12 月 8 日朝刊，
広場面）執筆者不明

選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案が臨時国会で審議されなかった．背景
には，政府が自民党へ配慮したことが考えられる．内閣府の世論調査では，別姓
のための法改正に賛成する意見が，反対派の数を上回った．今後自民党がどのよ
うな結論を出すのか注目される．

2
有識者調査会「夫婦別姓の
導入検討を」（2015 年 11 月
19 日朝刊 3 面）執筆者不明

第 4 次男女共同参画基本計画策定に向け，政府の有識者調査会は，安倍晋三首相
への答申案を大筋でまとめた．答申案では，選択的夫婦別姓制度の導入や女性の
再婚禁止期間の見直しについて，「司法の判断も踏まえ，検討を進める」とした．

3
「デスク日記＝名前，どうす
る？」(2015 年 12 月 23 日朝
刊広場面 ) 執筆者女性

執筆記者自身が結婚時に，夫の姓になることに違和感を覚えたことや，仕事上は
旧姓を通称として使うことを社内で初めて認めてもらった経験を通して，選択的
夫婦別姓制度の民法改正案が 1996 年に法制審議会で答申されてから 2015 年にな
るまで 1 度も審議されていない事実に対して，疑問を投げかけている．

4

「新生面＝潮谷義子さんは女
性の社会進出のシンボル．
知事は性差に関係なく責任
と力量が問われる」（2000
年 4 月 18 日朝刊 1 面）執筆
者不明

男性優位と言われてきた熊本県に初の女性知事が誕生した．全国でも 2 番目の出
来事である．1999年に男女共同参画社会基本法が制定されてから迎えた2000年は，

「女性週間」として男女共同参画に関するイベントが行われたり，DV についても
表沙汰になり始めた．男女共同参画社会の波を象徴する年として記憶されそうだ．
知事選に勝利し，潮谷さんは女性の社会進出のシンボルとなった．しかし知事と
いう権力者になった以上は，性差に関係なく，トップとしての責任と力量が問わ
れる．

5
「忘れないで女性 3 人トリ
オ」（2002 年 9 月 20 日朝刊
広場面）執筆者不明

熊本県では，2000 年に初の女性知事が誕生しているが，千葉県にも全国 3 人目と
なる女性リーダー，堂本暁子知事がいる．女性医療と健康作りに力を入れ，県立
病院や保健所に女性医師による相談窓口を設置したり，ユニットケアによる高齢
者介護でも成果を挙げつつあるようだ．「今後，大阪府の太田知事を加え女性 3 知
事ならではの福祉政策を提言し，実行していくことも決めました」（堂本知事）と
連携プレーで一致した女性知事トリオ．田中，石原ら男性知事とはひと味違う生
活観豊かな政策提言が聞けるか．

6

「変わる運動会　男女一緒の
徒競走「共同参画」模索す
る学校」（2003 年 9 月 28 日
朝刊社会面）男性

運動会の徒競走で男女を一緒に走らせる小学校が増えてきた．桜木東小では，7
月から運動会の運営について会議を重ね，9 月初めに最終方針が決まり，男女混
合方式で開催することを記した「お知らせ」を校区全戸に配布した．また，白山
小学校も，1 年生と 6 年生の徒競走を男女混合にする．昨年，4 年生だけを混合と
した桜木小では，1 位に男子が集中したため「やっぱり体力差があるのでは」と
いう声が出た．こうした保護者のつぶやきを受け，今年は 1 ～ 3 年生までを混合
とするという．各校とも保護者の反応を気にしている．「いろんな意見を聞いて来
年また検討する」「学校として統一方針があるわけでない」と，模索中の段階のよ
うだ．

7

「ハイ！こちら編集局＝男女
一緒の徒競走疑問」(2003 年
10 月 1 日夕刊社会面 ) 執筆
者読者

私は男女一緒の徒競走には反対だ．男女には生まれながらの違いがある．筋力や
成長度合いにも違いがあり，一緒に走ることに疑問がある．男女共同参画社会の
実現に向けた取組とは言えないと思う．男女の生まれながらの差を認めることが，
男女共同参画社会への第一歩だと思う．（40 代男性）

8

「ハイ！こちら編集局＝性差
の違いを認めて尊重するこ
とが大事」（2003 年 10 月 6
日夕刊熊本都市圏）執筆者
読者

小学生の男女一緒の徒競走が話題になっているが，一緒に走ることには反対．ジェ
ンダーフリー教育は一人一人が自分に合った道を選ぶことで，性差の否定ではな
い．小学校だけが男女混合に積極的な理由がわからない．お互いの性差の違いを
認めて尊重し合うことが，男女共同参画社会につながると思う．（30 代女性）
　また，足の遅い息子が保育園の運動会で男女一緒に走り，自信を持った．子ど
もには，男女別または同じということに意識はないようだ．一緒に走ってもいい
のでは（30 代女性）という賛成意見もあった．

9

「W&M　ウィメン＆メン
＝非常時こそ弱者配慮を」

（2016 年朝刊臨時面）女性
記者 5 名

熊本地震後の取材を経験した女性記者 5 名による座談会形式で，熊本地震での取
材を振り返っている．「避難所」の部分では，東日本大震災の被災地でボランティ
アをした人から，熊日のフェイスブックに「生活用品や衣類の仕分けは絶対に女
性が担当すべき」と助言があったことや，取材の経験から，種類が細かく分かれ
ている紙おむつやミルク，生理用品，女性用下着などの分類は男性には難しいの
で女性の視点に立った避難所での役割分担について考えるべきだという意見が
あった．また，「仕事と子育て」の部分では，子育てを経験している記者自身が，
震災禍において，仕事と子育ての両立に苦労した経験談が「保育園の再開後も退
園時間が通常より早まり，やむなく職場に連れてきたが，目が離せない年齢なので，
誰か見てくられる人がいればと感じた．」と語っていた．
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役割が期待できる．特に地方紙は，地域に密接した情
報を扱う．地方独自の課題や出来事について積極的に
取り上げることで，地域のニーズにも応えることがで
きると考える．
　さまざまな視点から地域を見つめ，話題を見つける
ためには，多様性に富んだ人材の確保が必要である．
九州の地方紙は，女性の記者職の割合が増えてきてい
るが，未だに男性社員の割合が高い．一方で，育児休
業を取得する男性社員が増え，各社で独自の働き方改
革を行っているように，働き方の選択肢が広がってい
る．さまざまな考え方や人生経験のある人材を集める
ことで，多様性に富んだ紙面を作成することができる．
これからの地方紙には，社会の先頭に立って男女共同
参画を進めていく姿勢と多様な視点に立った記事の充
実を期待したい．

4．まとめ

　メディア業界は，男女共同参画社会をけん引する役
割が期待される一方で，女性記者の割合は 22.2％と
低く，女性の参画が進んでいない．本研究では，地域
に密着した課題を報道する役割を担う九州・熊本の地
方紙に着目し，①新聞社内部における女性の雇用状況
　②地方における男女共同参画の在り方と課題を検討
した．
　研究結果は以下の通り．（1）アンケート調査に回答
があった九州に拠点を置く地方紙 4 社のうち，記者職
に占める女性割合は，いずれの新聞社も経時的に増加
しているが，A 社は 34.5％，C 社は 18.0%（令和 3 年）
と差があった．管理職に占める女性割合が最も高い B
社と D 社で約 10％であった．育児休業取得率は，女
性は 4 社とも 100％だったのに対し，男性は 0％から
50％と差があった． 
　（2）K 社社員 4 名への聞き取り調査では，K 社の男
女共同参画について，4 名とも「記者の仕事内容に男

女による差はない」という回答であった．育児休業取
得者（30 歳代，2 名）からは，育休期間中，同僚へ
負担をかけることやブランクに対する不安が挙げられ
る一方，興味関心の幅が広がり，新しい視点で記事を
書けるようになったという意見が得られた． 
　（3）K 社オンラインデータベースを用いた男女共同
参画に関する記事分析については，男女共同参画社会
基本法が制定された 1999 年以降，K 新聞の男女共同
参画に関する記事は急増し，概ね 120 ～ 190 件／年
の記事が掲載されていた．男女共同参画に関する記事
が初めて一面に掲載されたのは，1995 年 9 月 5 日の
夕刊で，国連女性会議に関する記事であった．男女共
同参画に関する記事が一面に掲載される頻度は低く，
男女共同参画に関する記事を執筆した記者の男女内訳
は， 2015 年までは男性が多く，2016 年から 2018 年は
女性が多かった．育児に関わった経験は，記事や職場
環境の改善に反映されていく．多様な視点に立った記
事の充実を期待したい．
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